
令和７年度川越市省エネ家電買換え促進事業補助金 

申請書ポイントチェック表 

≪書類作成時の注意点≫ 

○消せるボールペンの使用は認められません。 

○誤って記入した場合には、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液・修正テープ等による訂正は認

められません。 

○ご提出いただいた書類はお返しできません。 

 

 

≪補助金を受けるうえでの前提条件の確認≫ 確認欄 

令和７年８月１日から令和７年１２月３１日までの間に、市内の家電販売店を利用して、現に居住する住

宅のエアコン又は冷蔵庫を対象機器に買い換え設置した方 

※買い換えを伴わない新規購入は対象外となります。 

 

申請日時点で川越市に住民登録がある方  

申請日時点で市税すべて（市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等）に

滞納がない方 

 

既存のエアコン又は冷蔵庫を家電リサイクル法等に従い、適切に処分する方  

過去に同一の補助対象設備に係る補助金の交付を受けていない方（世帯） 

※過去に市が実施した補助事業により補助金の交付を受けた方（世帯）は、補助を受けた機器と同一

の機器を申請することはできません。 

 

国や県等が実施する補助金等との併用を行わない方  

 

 

≪作成のポイント≫ 確認欄 

①川越市省エネ家電買換え促進事業補助金交付申請書（様式第１号）  

『設置場所住所』は、申請者の住民登録の住所と同一の住所となっていますか。 

※設置前の住所と設置後の住所が異なる場合は対象外となります。 

 

連絡先は日中連絡のつく番号を記載していますか。 

※書類に不備があり、連絡がつかない場合、申請書類一式を返送させていただきます。 

 

申請する補助対象設備が基準を満たす対象機器か確認した上で、申請する機器にチェックをつけて

いますか。 

※申請可能な補助対象設備は、１世帯あたりエアコン又は冷蔵庫のどちらか１台までです。 

 

『メーカー名』、『機種型番』が正しく記載されていますか。  

『購入店舗』は川越市内の販売店舗となっていますか。（市外の店舗は補助対象外です。）  

『購入日』及び『設置日』は令和７年８月１日から令和７年１２月３１日の間となっていますか。  

『補助対象経費』は税抜きの本体価格１０万円以上となっていますか。 

割引や値引きがあり、１０万円未満となる場合は対象外です。 

 

補助金の『振込先口座情報』は、申請者本人の個人名義になっていますか。 

申請者本人以外への振込はできません（生計を共にする同居者であっても不可）。 

 

住民基本台帳の記録情報を市（環境政策課）職員が調査することに同意しない場合のみ、申請者の世

帯全員の住民票の写しの提出が必要です 

 

市から課税される税金の収納状況を市（環境政策課）職員が調査することに同意しない場合のみ、納

税証明書（未納の額のないことの証明書）の提出が必要です。 

 



令和７年度川越市省エネ家電買換え促進事業補助金 

②振込先の口座情報がわかる書類  

振込先の口座情報（銀行名、支店名、口座番号、氏名（カタカナ表記））が確認できるものですか。（WEB

通帳（口座）のスクリーンショット等は、銀行名、支店名、口座番号、氏名（カタカナ表記）が確認で

きるものであれば可。） 

 

ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく、口座番号がわかる通帳の最初の見開きページを添付し

てください。 

 

カタカナ表記の氏名が確認できる書類が準備できない場合は、事前に環境政策課までご相談ください。  

③購入費等の支払いを証する書類の写し  

購入日は令和７年８月１日から令和７年１２月３１日の間となっていますか。 

（対象期間外に購入・設置した場合は対象外です。） 

 

宛名は申請者本人になっていますか。宛名の記載のないものはご自身で記入してください。 

宛名が記載ない場合は、添付書類として取り扱うことはできません。 

 

購入金額、購入日、製品名、及び販売店名が明記してありますか。  

本体価格等の内訳が確認できますか。  

④製造メーカーが発行した保証書の写し  

日付、機種型番は正しく記載されていますか。  

お客様欄に記載されている氏名は申請者本人になっていますか。 

未記載の場合は、ご自身で記入した上で、提出してください。 

 

販売店名は記載されていますか。 

未記載の場合は、ご自身で記入した上で、提出してください。 

 

⑤納品書や配送伝票など設置場所が確認できる書類の写し  

納品（配送）先には申請者本人の氏名、住所が記載されていますか。  

納品（配送）日は令和７年８月１日から令和７年１２月３１日の間となっていますか。  

販売店名は記載されていますか。  

⑥家電リサイクル券の写し  

排出者欄には申請者本人の氏名が記載されていますか。  

管理票番号、リサイクル品目は正しく記載されていますか。  

料金郵便振込方式の場合は、振替払込受付証明書又は ATMのご利用明細票の写しも一緒に提出してくだ

さい。 

 

※ポイントのみを記載しています。提出前に手引き等も参照してよくご確認ください。 

川越市 環境政策課 地球温暖化対策担当 

〒350-8601 川越市元町 1-3-1  電話 049-224-5866  FAX 049-225-9800 


